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「103万円の壁」の引き上げに伴う地方財政への影響に関する意見書案について 

 

 上記の議案を舞鶴市議会会議規則第 14条第 1項の規定により別紙のとおり提出します。 

 

 

  



（別紙） 

意第 4号 

 

「103万円の壁」の引き上げに伴う地方財政への影響に関する意見書（案） 

 

先般、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和 6年 11月 22日閣

議決定）において、「いわゆる『103万円の壁』については、令和７年度税制改正の中で議論

し引き上げる」こととされた。これを受けて、現在、個人所得税における見直しの議論が行

われている。一方、控除額の引き上げに伴って、国全体の税収においては 7～8 兆円の収入

減があるとの試算が政府与党から示されることによって、地方財政への影響が報道等で取り

ざたされる現状となっている。 

通貨発行権を持たない地方自治体においては、税収減による市政運営の不安定は一時的な

市民へのサービスを低下させるばかりか、将来に渡り影響を残す可能性がある。 

国におかれては、住民税の減収に伴う地方財政への影響が出ないよう、次の事項について

必要な措置を講じられるよう、強く要望する。 

 

１ 住民税収減によって、地方財政に影響がないように国として必要な財政措置を講じること 

 

２ 地方交付税等で措置されない税収減については国において全額を財政措置すること 

 

３ 交付団体と不交付団体とで不公平にならないよう税制改正を行うこと 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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